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(57)【要約】
　一人又はそれ以上の患者の生体状況を数値的及び図形
的に表すための多数のタッチ画面を備えた常時稼動して
いる集中監査室である。集中管理室は一つまたはそれ以
上の臨床モニタやテレメトリー装置と接続されている。
複数のタッチ画面は、複数の患者についてのリアルタイ
ムデータ及び履歴データを同時に表示するように設定で
きる。一台の画面は特定の患者データを検討するための
専用画面であり、他の残りの画面は監視されている全て
の患者の生体情報を連続的に表示する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集中監査室とタッチ画面とを有するダイナミックな患者監査システムであって、
　該集中監査室は複数のモニタと接続されて測定された生理学的データを生成し、
　該タッチ画面は、複数の患者からの測定された生理学的データを受け取ると共に数値的
にかつ図形的に表示するように構成され、該タッチ画面は複数の患者に対応するリアルタ
イムのデータ及び履歴データを同時に表示するように構成され、複数の患者のそれぞれの
リアルタイムデータ及び履歴データは複数の患者表示ゾーン内に表示され、それぞれの表
示ゾーンは自身に関連した大きさを備え、該監視システムによって新たな患者からのデー
タを取得した場合には、該複数の患者表示ゾーンの大きさが減少したことによってもいか
なる患者表示ゾーンの大きさが所定の画素数以下にならないという条件のもとで、該新た
な患者からのデータを表示するに十分な大きさ分だけ、該複数の患者表示ゾーンの大きさ
が自動的に減少することを特徴とする患者監査システム。
【請求項２】
　該複数の患者表示ゾーンの全てについて、大きさは互いに等しいことを特徴とする請求
項１に記載の患者監査システム。
【請求項３】
　該複数の患者表示ゾーンの全てについて、大きさは互いに異なることを特徴とする請求
項１に記載の患者監査システム。
【請求項４】
　該画素の所定数は、５０～８０画素の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の患
者監査システム。
【請求項５】
　該複数の患者表示ゾーンのそれぞれは、７２時間以内での患者データのうち２４時間ま
での患者データを同時に表示するように構成可能であることを特徴とする請求項１に記載
の患者監査システム。
【請求項６】
　該タッチ画面は少なくとも一つのアイコンを有し、第１の患者に関連する第１の患者表
示ゾーンが作動した場合には、該アイコンは該システムに、患者の最新の重大な生理学的
兆候が起こる前の２分以内、患者の最新の重大な生理学的兆候中、患者の最新の重大な生
理学的兆候後の２分以内に、該第１の患者について表示されていたデータに対応するデー
タを自動的に表示させることを特徴とする請求項１に記載の患者監査システム。
【請求項７】
　該重大な生理学的兆候は、パルス酸素濃度計（ＳｐＯ２）のレベル、心電計（ＥＣＧ）
、観血式血圧、心拍数、非観血式血圧、脳波計（ＥＥＧ）、体温、心拍出量、カプノグラ
フ（ＣＯ２）値、呼吸数についての異常な読み取りを含むことを特徴とする請求項６に記
載の患者監査システム。
【請求項８】
　ある患者表示ゾーンに関連していた患者のベッドが使われなくなったときは、その患者
表示ゾーンは自動的に画面から除去されることを特徴とする請求項１に記載の患者監査シ
ステム。
【請求項９】
　当該患者表示ゾーンが削除された後は、現存する複数の患者表示ゾーンは自動的に増加
することを特徴とする請求項８に記載の患者監査システム。
【請求項１０】
　一組の予め規定された複数の患者に対応する警報状況を表示するために、該タッチ画面
は警告監視ゾーンを表示するように構成され、予め規定された複数の患者のうちの一人が
規定された警報状況を示したときは、他の規定された複数の患者の生理学的データの表示
が抑制されることを特徴とする請求項１に記載の患者監査システム。
【請求項１１】



(3) JP 2014-518715 A 2014.8.7

10

20

30

40

50

　それぞれの患者に対応する情報を患者表示ゾーン内に記録するために、該タッチ画面は
少なくとも一つの電子的注記領域を表示するように構成され、該少なくとも一つの電子的
記録領域は、患者の氏名の近傍にある電子的注記アイコンをクリックすることにより作動
することを特徴とする請求項１に記載の患者監査システム。
【請求項１２】
　該タッチ画面は、少なくとも１つまたはそれ以上の予め規定された心臓モニターリード
の組合せから、ＳＴ値を表示するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載
の患者監査システム。
【請求項１３】
　該タッチ画面は、患者の心臓に接続された心臓モニタの３個の直交リードについてのＳ
Ｔ部分の複数の値を表す虚血性インデックストレンドを表示するように構成され、該虚血
性インデックストレンドは、心臓の虚血部分を示すことを特徴とする請求項１に記載の患
者監査システム。
【請求項１４】
　集中監査室とタッチ画面とを有するダイナミックな患者監査システムであって、
　該集中監査室は複数のモニタと接続されて測定された生理学的データを生成し、
　該タッチ画面は、複数の患者からの測定された生理学的データを受け取ると共に数値的
にかつ図形的に表示するように構成され、該タッチ画面は複数の患者に対応するリアルタ
イムのデータ及び履歴データを動じに表示するように構成され、複数の患者のそれぞれの
リアルタイムデータ及び履歴データは複数の患者表示ゾーン内に表示され、それぞれの表
示ゾーンは関連した大きさを備え、該タッチ画面は少なくとも一つのアイコンを有し、第
１の患者に関連する第１の患者表示ゾーンが作動した場合には、該アイコンは該システム
に、患者の最新の重大な生理学的兆候が起こる前の第１の予め設定された期間内、患者の
最新の重大な生理学的兆候中、患者の最新の重大な生理学的兆候後の第２の予め設定され
た期間内に、該第１の患者について表示されていたデータに対応するデータを自動的に表
示させることを特徴とする患者監査システム。
【請求項１５】
　該監視システムによって新たな患者からのデータを取得した場合には、該複数の患者表
示ゾーンの大きさが減少したことによっても、いかなる患者表示ゾーンの大きさが所定の
画素数以下にならないという条件のもとで、該新たな患者からのデータを表示するに十分
な大きさ分だけ、該複数の患者表示ゾーンの大きさが自動的に減少することを特徴とする
請求項１４に記載の患者監査システム。
【請求項１６】
　該画素の所定数は、５０～８０画素の範囲であることを特徴とする請求項１５に記載の
患者監査システム。
【請求項１７】
　該第１の予め設定された期間と該第２の予め設定された期間とは、４分またはそれ以下
であることを特徴とする請求項１４に記載の患者監査システム。
【請求項１８】
　該重大な生理学的兆候は、パルス酸素濃度計（ＳｐＯ２）のレベル、心電計（ＥＣＧ）
、観血式血圧、心拍数、非観血式血圧、脳波計（ＥＥＧ）、体温、心拍出量、カプノグラ
フ（ＣＯ２）値、呼吸数についての異常な読み取りを含むことを特徴とすることを特徴と
する請求項１４に記載の患者監査システム。
【請求項１９】
　ある患者表示ゾーンに関連していた患者のベッドが使われなくなったときは、その患者
表示ゾーンは自動的に画面から除去されることを特徴とする請求項１５に記載の患者監査
システム。
【請求項２０】
　当該患者表示ゾーンが削除された後は、現存する複数の患者表示ゾーンは自動的に増加
することを特徴とする請求項１５に記載の患者監査システム。
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【請求項２１】
　一組の予め規定された複数の患者に対応する警報状況を表示するために、該タッチ画面
は警告監視ゾーンを表示するように構成され、予め規定された複数の患者のうちの一人が
規定された警報状況を示したときは、他の規定された複数の患者の生理学的データの表示
が抑制されることを特徴とする請求項１４に記載の患者監査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書では、発明の名称が「ユーザー設定できる集中監視室」で２０１１年５月１５
日に出願された米国仮出願番号６１／４８６，３０７号に基づく優先権を主張し、その内
容全体は本明細書に取り込まれる。
【０００２】
　本発明は患者監視装置に関し、特に、複数の多重タッチ画面を有する動的な集中監視室
を用いた患者監視装置であって、タッチ画面に表れた情報はユーザー設定できるものであ
る。
【背景技術】
【０００３】
　集中監視室は電気的な医学装置であって、患者の様々な生命兆候を測定し、全ての測定
値をデータとして収集し、その後に観察面上に図形または数値を用いてデータを表示する
。図形データはデータチャンネルとして時間軸上に連続的に表示される。現在の患者監視
装置は、パルス酸素濃度計（ＳｐＯ２）、心電計（ＥＣＧ）、観血式血圧　（ＩＢＰ）、
非観血式血圧（ＮＩＢＰ）、脳波計（ＥＥＧ）、体温、心拍出量、カプノグラフ（ＣＯ２

）、呼吸作用等のような様々な生命兆候を測定し表示することができる。患者監視装置は
、脈拍や呼吸速度のような値や回数の最大値、最小値、平均値を計測し、表示することも
できる。更に患者監視装置は、音響と映像による警報装置を備えており、患者の医学的容
態の変化を知らせるようにしている。警報のパラメータは、医療関係者によって設定する
ことができる。
【０００４】
　患者監視装置は、病院用ベッド、特に重傷管理室の近くに配置されて、患者の容態を連
続的に監視し、病院関係者によって見ることができる。患者監視装置によって集められた
情報は、枕元で局部的に表示され、有線または無線のネットワークを用いることによって
、しばしば集中監視室で遠隔的に表示される。集中監視室は、中央に位置している介護人
作業領域であり、特に集中治療室または重傷管理室の中にあり、複数のディスプレイ画面
やワークステーション、患者のカルテ、いくつかの投薬等が備えられている。個々の患者
に注意を払うことなく、看護職員は集中管理室に身を置いて、複数のディスプレイ画面を
介して多数の患者の容態を同時に監視することができる。
【０００５】
　現在の集中監視室の表示態様は、患者の生命徴候を表示したり医療関係者に変化を通知
するには有効であるが、欠点がないわけではない。例えば、最新の集中監視室でも、生命
兆候が表示できる患者の数には限りがある。例えば、ほとんどの最新のシステムでは、最
大１６人の患者の情報しか表示できない。この数はいくつかの重傷管理室にとっては十分
かもしれないが、より規模の大きい重傷管理室にとって、または、単一の監視室で入院患
者数が多い場合の非重傷管理室での使用可能性を考慮すると十分ではない。それ故に、よ
り多くの患者群の個々の情報を同時に表示できる能力が備わった集中管理室の存在が望ま
れている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在の集中監視室で用いられるディスプレイ画面は、使用者が付加的な複数のウインド
ウを開いて、患者についての情報を得たり、プログラム可能な複数の設定メニューにアク
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セスできるようになっている。しかしながら、これらの新たな複数のウインドウは、表示
されている複数の生命兆候の上に開かれるので、リアルタイムの情報を曖昧にする。集中
監視室で必要とされるのは、付加的な専用のディスプレイを持つことである。この専用の
ディスプレイはワークステーションとして機能し、単一の患者の情報の提示や、使用者が
規定する設定操作にとって貢献するものとなろう。
【０００７】
　波形の大きさや警告閾値のような設定値にアクセスして設定値を変えるために、現在の
中央監視室の使用者は、測定され表示されるべき個々の生理学的パラメータのために別々
のウインドウにアクセスする必要がある。使用者は、個々のパラメータにアクセスするの
に付加的な時間を費やし、様々なパラメータの互いに異なるインターフェースによって混
乱し、効率を低下させる。そのため、一つの一貫した画面ビューから全ての複数の測定パ
ラメータの設定にアクセス可能なインターフェースへのナビゲーションが、使用者にとっ
て瞬時に行えるような集中監視室が必要である。
【０００８】
　現在の集中監査室は表示すべき情報の内容に関しては使用者に柔軟度を与えているが、
医療従事者は、かなりの程度の特注生産によって恩恵を受けている。例えば、看護人は、
患者の疾患の重症度を勘案して、より注意を要するような患者の限定された集団について
重点的に取り組むことを希望するであろう。そのため、患者の疾患の激しさに基づいてデ
ィスプレイ画面上に利用可能空間を使用者が設定できるような中央監視室が望まれる。監
視者は、容態が安定している患者のデータはディスプレイ画面から除きつつ、より重体の
患者についてのみ生命維持に必要な統計をリアルタイムで監視したいであろう。しかしな
がら、患者のベッドのそばにある警報音が鳴るという域を超越して、医療介護提供者は、
集中監視室において提供されない患者のアラーム状態が生じていることを知りたいと思う
であろう。そのために、連続的なリアルタイムの生命維持統計が必要ない患者について、
音響と視覚的な警告ができる集中監視室が必要である。
【０００９】
　更に、現在の集中警報室は、医療従事者に対してアクティブなアラーム状態のみを通知
している。介護担当者が、特定の患者の警報活動、例えば警報の頻度や類型について長時
間に亘る動向を検査したい場合には、介護担当者はそのような履歴を得るために別のウイ
ンドウにアクセスしなければならない。そのためにディスプレイ画面の場所が曖昧になり
、履歴データの調査や分析をするのに付加的な時間を要することとなる。よって、所定時
間の間それぞれの患者の警告活動を使用者に表示し、類型、重症度、それぞれの警報の期
間を使用者に示すことのできる集中監視室が必要となる。
【００１０】
　救命救急診療はペースの速い環境にあり、病院職員は重体患者にいっせいに注意を払っ
ている。しばしばではあるが、介護人は自身の覚え書きとして、または他人に知らせるた
めに患者の介護についてメモを書き残す必要がある。介護人は例えば、患者が手術中であ
るとか、午後に医師の診断を受けるとか、薬剤が最後に投与された時間などを書き残すで
あろう。特に、これらのメモは付箋紙への手書きであり、しかる後に全て集中監査室に移
されるので、監視領域は取り散らかされる。それ故、瞬時のメモが永続的に記録され、よ
り明確な態様にて記録できる集中監査室が必要となる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本明細書では活動的な患者監査システムについて記載しており、複数のモニターと接続
されて測定された生理学的データを生成する集中監査室を有する。集中監査室は、一人又
は複数の患者の生体統計を意味する数値又は図形を表示する複数のタッチ画面を有し、複
数のタッチ画面は、複数の患者に対応するリアルタイム及び履歴的な患者データを同時に
表示するように構成可能であり、複数のタッチ画面のうちの一台は、付加的なデータの検
討のための専用のものとして保留され、残りのタッチ画面は、監視されるべきすべての患
者のデータを連続的に表示する。
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【００１２】
　ある実施の形態では、複数のタッチ画面のデータは、複数の患者ゾーンのなかの複数の
患者に対応しており、患者のそれぞれは、一つのゾーンに割り当てられ、それぞれの表示
画面は、関連する大きさを有し、監視システムによって新たな患者からのデータを取得し
た場合には、複数の患者表示ゾーンの大きさが減少したことによってもいかなる患者表示
ゾーンの大きさが所定の画素数以下にならないという条件のもとで、新たな患者からのデ
ータを表示するに十分な大きさ分だけ、複数の患者表示ゾーンの大きさが自動的に減少す
る。ある実施の形態では、複数の患者表示ゾーンの全てについて、大きさは互いに等しい
。別の実施の形態では、複数の患者表示ゾーンの全てについて、大きさは互いに異なる。
ある実施の形態では、画素の所定数は、５０～８０画素の範囲である。ある実施の形態で
は、ゾーンを表している患者のベッドが使用されていない場合には、複数の画面は患者ゾ
ーンを削除するように構成され、付加的な患者データを表示するための残りの複数のゾー
ンの領域を拡大でき、また、関連した患者のベッドに新たな患者が受け入れられたときは
、削除されたゾーンは復活する。ある実施の形態では、それぞれの患者ゾーンは、他の患
者ゾーンに関して随時拡大縮小が可能であり、そのことによって、関連する患者について
の付加的な情報を表示することができる。
【００１３】
　ある実施の形態では、集中監査室は、７２時間以内での患者データのうち２４時間まで
の患者データを表示するように構成可能である。
【００１４】
　ある実施の形態では、タッチ画面は少なくとも一つのアイコンを有し、第１の患者に関
連する第１の患者表示ゾーンが作動した場合には、アイコンはシステムに、患者の最新の
重大な生理学的兆候が起こる前の２分以内、患者の最新の重大な生理学的兆候中、患者の
最新の重大な生理学的兆候後の２分以内に、第１の患者について表示されていたデータに
対応するデータを自動的に表示させる。ある実施の形態では、重大な生理学的兆候は、パ
ルス酸素濃度計（ＳｐＯ２）のレベル、心電計（ＥＣＧ）、観血式血圧、心拍数、非観血
式血圧、脳波計（ＥＥＧ）、体温、心拍出量、カプノグラフ（ＣＯ２）値、呼吸数につい
ての異常な読み取りを含む。
【００１５】
　ある実施の形態では、タッチ画面はリプレイ機能を有し、この機能によりユーザーは、
生理学的変化の直前（兆候前）、生理学的変化中（兆候中）、及び患者が安定した後（兆
候後）に臨床のディスプレイで見たように、時々刻々と変化する（ダイナミックな）デー
タの表れを検討できる。
【００１６】
　ある実施の形態では、複数のタッチ画面は予め設定された複数の患者群に対応する警報
状況を表示するための警報監視ゾーンを表示する。そこでは、予め設定された複数の患者
についての生体統計の表示が制限される。ある実施の形態では、予め設定された複数の患
者が重体患者ではないと規定され、タッチ画面は重体ではないとされた患者のデータを表
示するが、ある患者に対応する警報監視ゾーンに予め規定された表示があったときは、タ
ッチ画面は、重体ではない患者の生体兆候の連続的な表示を禁止するように構成可能であ
る。
【００１７】
　ある実施の形態では、複数のタッチ画面は、個々の患者の警報履歴を図形的に表示する
ための個々の患者についての警報バーを表示する。警報バーは、警報の重大度を意味する
ために、複数の予め規定された色を用いることにより色でコード化されている。ある実施
の形態では、過去の３０分間についての個々の患者の警報履歴を表すために、警報バーは
図形表示を提供する。
【００１８】
　ある実施の形態では、複数のタッチ画面は、瞬時ナビゲーション機能を有し、それによ
りユーザーは、現在のメニューを閉じることなくまた異なるメニューを選択することなく
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、集中監査室の一つ又はそれ以上のシステム設定メニューにアクセスできる。ある実施の
形態では、瞬時ナビゲーション機能は、複数のタブを有する一貫したパラメータサブメニ
ューウインドウにアクセスするための複数の生理学的パラメータアイコンを有し、個々の
タブは、特定の設定可能な医学的パラメータに対応する。瞬時ナビゲーション機能は、所
定の期間に亘って複数のパラメータ値の図形表示を提供し、それによってユーザーが、警
告通知についての最大閾値と最小閾値を設定するのに役立つ。
【００１９】
　ある実施の形態では、ユーザーが患者のデータを遡及的に検討できるようにするために
、タッチ画面は、臨床アクセス特別室への直接接続を提供する。
【００２０】
　別の実施の形態では、複数のタッチ画面は、個々の患者に対応する情報を記録するため
の一つ又はそれ以上の電子付箋を表示する。複数のタッチ画面は、それぞれの患者の氏名
の隣に付箋アイコンを表示し、それぞれの付箋アイコンをクリックすると、ウインドウが
開かれ、対応する患者情報についてエンターし、情報を見たり，編集したりすることがで
きる。
【００２１】
　更に別の実施の形態では、複数のタッチ画面は、集中監査室と接続されているペースメ
ーカーから得られた心拍データを表す心拍図形を表示し、そのことによりユーザーはペー
スメーカーの性能を視覚化できる。
【００２２】
　別の実施の形態では、複数のタッチ画面は、１つ又はそれ以上の予め規定された心臓モ
ニタのリードの組合せから得られた複数のＳＴ値を表示するための心拍図形を表示する。
【００２３】
　更に別の実施の形態では、予め規定されたルール群を用いることで集中監査室で計算さ
れた患者の疾患の激しさを意味するパラメータに基づいて、複数のタッチ画面は、随時設
定可能である。
【００２４】
　別の実施の形態では、複数のタッチ画面は、グローバルイスキーミクインデクス（ＧＩ
Ｉ）トレンドを表示する。このトレンドは、患者の心臓に接続された心電計の３個の直交
リードについてのＳＴ部分の値を意味する。ＧＩＩトレンドは心臓のいずれかの部分にお
ける虚血状態を示すものである。
【００２５】
　本明細書ではまた、第１区域と第２区域を有する表示ステーションについて記載してお
り、第１区域は第１の複数の患者に関係する複数の患者データを表示し、第２区域は第２
の複数の患者に関係する複数の患者データを表示する。第１の複数の患者の生体兆候は、
連続的に表示されるが、第２の複数の患者の生体兆候は表示されず、第２の複数の患者の
生体兆候は、第２の複数の患者からの警報状態が作動したときにのみ表示される。
【００２６】
　本明細書ではまた、第１区域と色でコード化された図形表示を有する表示ステーション
について記載しており、第１区域は複数の患者に関係する複数の患者データを表示し、色
でコード化された図形表示は、複数の患者の各々の警報履歴を表し、複数の患者の各々に
よって経験した警報の頻度、期間又は種類を表示する。
【００２７】
　本明細書ではまた、集中監査室とタッチ画面とを有するダイナミックな患者監視システ
ムについて記載しており、集中監査室は複数のモニタと接続されて測定された生理学的デ
ータを生成し、タッチ画面は、複数の患者からの測定された生理学的データを受け取ると
共に数値的にかつ図形的に表示するように構成され、タッチ画面は複数の患者に対応する
リアルタイムのデータ及び履歴データを同時に表示するように構成され、複数の患者のそ
れぞれのリアルタイムデータ及び履歴データは複数の患者表示ゾーン内に表示され、それ
ぞれの表示ゾーンは関連した大きさを備え、タッチ画面は少なくとも一つのアイコンを有



(8) JP 2014-518715 A 2014.8.7

10

20

30

40

50

し、第１の患者に関連する第１の患者表示ゾーンが作動した場合には、アイコンはシステ
ムに、患者の最新の重大な生理学的兆候が起こる前の第１の予め設定された期間内、患者
の最新の重大な生理学的兆候中、患者の最新の重大な生理学的兆候後の第２の予め設定さ
れた期間内に、第１の患者について表示されていたデータに対応するデータを自動的に表
示させる。
【００２８】
　ある実施の形態では、監視システムによって新たな患者からのデータを取得した場合に
は、複数の患者表示ゾーンの大きさが減少したことによってもいかなる患者表示ゾーンの
大きさが所定の画素数以下にならないという条件のもとで、新たな患者からのデータを表
示するに十分な大きさ分だけ該複数の患者表示ゾーンの大きさが自動的に減少する。ある
実施の形態では、予め設定された第１期間と予め設定された第２期間とは、それぞれ４分
またはそれ以下である。
【００２９】
　ある実施の形態では、重大な生理学的兆候は、パルス酸素濃度計（ＳｐＯ２）のレベル
、心電計（ＥＣＧ）、観血式血圧、心拍数、非観血式血圧、脳波計（ＥＥＧ）、体温、心
拍出量、カプノグラフ（ＣＯ２）値、呼吸数についての異常な読み取りを含む。
【００３０】
　ある実施の形態では、ある患者表示ゾーンに関連していた患者のベッドが使われなくな
ったときは、その患者表示ゾーンは自動的に画面から除去される。ある実施の形態では、
患者表示ゾーンが削除された後は、現存する複数の患者表示ゾーンは自動的に増加する。
【００３１】
　ある実施の形態では、一組の予め規定された複数の患者に対応する警報状況を表示する
ために、タッチ画面は警告監視ゾーンを表示するように構成され、予め規定された複数の
患者のうちの一人が規定された警報状況を示したときは、他の規定された複数の患者の生
理学的データの表示が抑制される。
【００３２】
　本発明に基づく上述した実施の形態やその他の実施形態について、添付の図面を参照し
て以下に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、多くの
患者と患者の生命に関する統計を示す。
【図２】ワークステーションとして機能する集中監査室の本実施の形態による集中監査室
のユーザーインターフェースの例を示す。
【図３】ワークステーションとして機能する集中監査室の本実施の形態による非専用のデ
ィスプレーのユーザーインターフェースの例を示す。
【図４】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、画面の
底部の警告監視領域を示す。
【図５】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、警告バ
ーと持続性のある警告メッセージを示す。
【図６】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、ＩＣＳ
警告図を示す。
【図６Ａ】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、警告
履歴の出来事から選択された出来事の「再生」を示す。
【図７】本実施の形態によるポップアップウインドウ付きの集中監査室のユーザーインタ
ーフェースの例であり、瞬時ナビゲーション機能のパラメータ設定画面を示す。
【図８】本実施の形態による集中監査室の瞬時ナビゲーションパラメータ設定ウインドウ
のユーザーインターフェースの例であり、ＥＣＧで測定された心拍数のための警告閾値設
定のためのタブを示す。
【図９】本実施の形態による集中監査室の瞬時ナビゲーションパラメータ設定ウインドウ
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のユーザーインターフェースの例であり、１番目のリード心電計のＩＩリードのための波
形図設定のためのタブを示す。
【図１０】本実施の形態による集中監査室の瞬時ナビゲーションパラメータ設定ウインド
ウのユーザーインターフェースの例であり、動脈圧の波形図設定のためのタブを示す。
【図１１】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、電子
付箋のためのアイコンを示す。
【図１２】本実施の形態による集中監査室の電子付箋ウインドウのユーザーインターフェ
ースの例を示す。
【図１３】本実施の形態による集中監査室のユーザーインターフェースの例であり、心臓
に関するウインドウを示す。
【図１３Ａ】本発明の本実施の形態による虚血症状発現を示した広範囲な虚血性指標を示
す。
【図１４】本発明の好ましい実施の形態によるものであり、患者のベッドと集中監査室の
複数のディスプレイの関係を示したブロック図。
【図１５】本発明の実施の形態によるものであり、集中監査室の具体的構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本明細書は、終日継続的に活動している集中監査室について記載しており、それは複数
のタッチ画面を有し、画面に表示された情報はユーザー設定が可能である。集中監査室は
、ベッドサイドモニターや遠隔測定装置とインターフェースがとれている。集中監査室は
、２台以上４台までのディスプレイ画面においてリアルタイムの患者の生体統計を数値と
図形で提示する。４８人までの患者のリアルタイム情報が集中監査室で表示できる。
【００３５】
　本明細書に記載された集中監査室はユーザーが設定メニューにアクセスでき、患者の履
歴情報を見ることができる。監視され収集される生理学的データは、パルス酸素濃度計（
ＳｐＯ２）、心電計（ＥＣＧ）、観血式血圧　（ＩＢＰ）、心拍数、非観血式血圧（ＮＩ
ＢＰ）、脳波計（ＥＥＧ）、体温、心拍出量、カプノグラフ（ＣＯ２）、呼吸数を含む。
【００３６】
　専用のディスプレイ画面がワークステーションとして作用し、使用者は付加的な個々の
患者のデータを見たり、設定メニューを開いたり、インテシーズクライアントスイート（
ＩＣＳ）に即座にアクセスしたりすることができる。ＩＣＳでは、介護者は患者データを
遡及的に見ることができる。専用のディスプレイ画面は、ユーザーインターフェースを向
上させ、一方で、全ての患者についての生体統計が残りの（複数の）ディスプレイで連続
的に提示できる。専用のディスプレイ画面は、リアルタイムのまた履歴的情報を統合する
。ある実施の形態では、７２時間のうちの２４時間までのデータを同時に見ることができ
る。
【００３７】
　更に、ゾーンを表すベッドが使用されていない場合には、ユーザーはディスプレイ画面
から患者区域を除くことができ、残りのゾーンの領域が増加する結果となる。増加した領
域を利用することで、付加的な患者データを表示することができる。除かれたゾーンが再
度利用されたときは、ユーザーは以前の設定を回復させることができる。
【００３８】
　本明細書に記載されている集中監査室は、警報監視ゾーンも有する。警報監視ゾーンは
ディスプレイ画面の一部であって、重症度の低い患者のために別にしてある。重症度の低
い患者の連続的な生命徴候は集中監査室では表示されない。むしろ、これら患者は、警報
状況が起きない限りは集中監査室のディスプレイ画面には登場しない。警報状況が生じた
ときは、視覚警報が画面上に現れ、音響警報が鳴動する。この特徴はユーザー設定でき、
より多くの画面領域をもたらしてより多くの重症患者の観察に用いることができる。
【００３９】
　従来の警報通知に加えて、集中監査室の複数のディスプレイ画面によって観察を受けて
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いるそれぞれの患者は、自身の読み出し情報に関連した警報バーを所有している。警報バ
ーは、それぞれの患者の警報履歴を表す色コードの図形表示であり、所定期間に亘るそれ
ぞれの患者が経験した警報状態の頻度、期間、警報の種類を介護人対して知らせるもので
ある。警報バーを押すことにより、介護人をＩＣＳ警報表示にナビゲートし、そこで介護
人は個々の警報が生じていることを見ることができる。警報バーに加えて、複数のディス
プレイ画面上の患者の波形の近傍には、持続性のある複数の警報メッセージが提供される
。複数の警報メッセージは、介護人に対して患者が直面した特定の警報状態を通知し、介
護人が知って認めるまでディスプレイ画面上に留められる。
【００４０】
　集中監視室は瞬時ナビゲーション機能も有し、それによりユーザーは、システム設定メ
ニューに容易にアクセスできる。看護人はいずれかの生理的パラメータアイコンを押すこ
とができ、そのことにより一貫性のあるパラメータサブメニューウインドウを繰り出す。
このウインドウから、特定のパラメータを意味するタブを看護人は押すことができ、次に
パラメータの値の設定を変える。瞬時ナビゲーションウインドウには、所定期間に亘るパ
ラメータの値を図形的に表示する機能も含む。履歴情報は、警報通知の最大及び最小閾値
を看護人が設定することを助ける。また適用できる場合には、波形プレビューサブウイン
ドウも瞬時ナビゲーションウインドウに含まれる。それにより、変化を受け入れる前にパ
ラメータ波形がどのように現れるのかを示す画像が看護人に提供される。
【００４１】
　必要に応じて、ある実施の形態では、本明細書に記載される集中監視室は「リプレイ」
機能を有する。この機能により臨床医は、生理学的変化の直前（兆候前）、生理学的変化
中（兆候中）、及び患者が安定した後（兆候後）に臨床のディスプレイで見たように、ダ
イナミックなデータ表現を検討できる。それ故「リプレイ」機能は、過去にさかのぼって
臨床症状の悪化の理由を評価するための手段となり、対応する患者や潜在的な他の患者の
同様な不安定さを防ぐための品質管理機構として働く。
【００４２】
　必要に応じて、ある実施の形態では、集中監視室は電子的付箋を有する。付箋は個々の
患者についてユーザーが望むあらゆる情報に関するメモ書をするのに用いることができる
。電子的付箋ノートがエンターされると、付箋ノートを示す小さなアイコンが、複数のデ
ィスプレイ画面上の患者名の近くに現れる。付箋アイコンを押すと、ノートウインドウが
立ち上がり、看護人はノートに入ってノートを見て編集する。
【００４３】
　必要に応じて、ある実施の形態では、集中監視室は心拍ディスプレイを有し、それは特
殊化したデータ表現を伴う心拍画像を提供し、ユーザーに対しペースメーカーの性能を即
座に可視化する。心拍ディスプレイは、特定のリードの組合わせと最新のテレメトリーア
ルゴリズムから、ＳＴ値も提供する。更に、心拍ディスプレイは、ユーザーに対して心虚
血の症状を警告するのに用いられる統合的な測定器としての単一のトレンドを提供する。
【００４４】
　本発明によるシステムは、少なくとも一つのディスプレイと接続され、ディスプレイは
ＧＵＩによって患者のパラメータ情報やシステムの機能を表示する。ＧＵＩはまた、ユー
ザーの要求に応じた設定をユーザーがすることができるような様々なメニューを提供する
。このシステムは更に、システム全体やシステムの要素の動作を制御するための少なくと
も一つのプロセッサ（図示せず）を有する。また、少なくとも一つのプロセッサはプログ
ラムの命令を処理することができ、プログラムの命令を記憶できるメモリを有し、ここに
記載されたプロセスを実行するための複数のプログラムの命令を有するソフトウエアを使
用する。ある実施の形態では、少なくとも一つのプロセッサは計算機であり、揮発性又は
不揮発性のコンピュータが読み取り可能な媒体に格納された複数のプログラムの命令を受
け取り、実行し、伝送することができる。
【００４５】
　本明細書は複数の実施の形態を記載している。以下の記述は、当該技術分野の当業者が
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発明を実施できる程度のものである。本明細書で用いられる用語は、特定の実施の形態を
否認するように解釈すべきでなく、用語の意味を越えてクレームを限定的に解釈するため
に用いるものではない。ここに記載される一般的原理は、発明の精神と範囲を逸脱するこ
となく他の実施の形態にも当てはまるものである。また、用いられている用語や表現は、
実施の形態を説明するためのものであり、限定的に解釈すべきでない。しかして本発明は
、最も広範な範囲で、記載された原理や特徴と一致している多数の代替物や変更や均等物
を含むものである。明確化のため、本発明に関連した本技術分野で知られている技術的事
項については、発明を不必要に曖昧にすることのないように詳細に記載していない。
【００４６】
　図１は、実施の形態による集中監査室のディスプレイ画面の画面ショットを示しており
、画面には患者の数や患者の生体統計が表示されている。患者名１０５と部屋番号１１０
が、予め確保されている患者情報領域１１５であってディスプレイ画面における左側に位
置している。図形的波形１２５や数値１３０を含む患者の生体統計は、ディスプレイ画面
の残りの画面領域１２０である右側に表示される。様々な計測された生理的パラメータの
ための略語を伴うアイコン１３５も、画面領域１２０に位置いしている。別の態様として
ある実施の形態では、表されるパラメータは警告通知のために現在モニターされていない
ことを、赤色のＸが貫通しているアイコン１４０が、看護人に通知する。
【００４７】
　図１では、４名のみの患者の情報が示されているが、本発明の実施の形態による集中監
査室は、４８名までの患者の生体情報を表示する能力がある。ある実施の形態では、ある
患者のベッドが使われていないときは、その患者ゾーン１４５がディスプレイ画面から除
くことができる。残りの患者ゾーンが寸法的に大きくなり画面全体を占めるようになる。
そのため、個々の患者についてより多くのデータを表示することができる。逆に、より多
くの患者をこのユニット内に受け入れるときは、付加的な患者ゾーンをディスプレイに追
加することができ、その場合には個々のゾーンが次第に小さくなる。ある実施の形態では
、複数の集中監査室のそれぞれにおいて、新たな患者が監査の対象として追加されたとき
はいつでも、複数の患者ゾーンが自動的に追加され表示される。そのために、予め規定さ
れた画素の閾値が５０～８０画素の範囲に鳴るまで、好ましくは６２画素になるまで、残
りの患者ゾーンがディスプレイ領域において減少する。ある実施の形態では、このような
減少は、文字、字体、グラフ,又はアイコンの大きさを小さくし,一方で全ての表示された
情報を実質的に維持することにより達成できる。別の実施の形態では、このような減少は
、グラフや生理的データなどのある種の情報を削除し、一方で文字、自体、グラフ、アイ
コンの大きさを実質的に維持することによって達成される。更なる別の実施の形態では、
このような減少は、グラフや生理的データなどのある種の情報を削除し、一方で文字、自
体、グラフ、アイコンの大きさを部分的に維持することによって達成される。更に別の実
施の形態では、新たな患者が以前に空になっていたベッドに入ったときは、このシステム
は自動的に患者を検知し、集中監査室は自動的に患者ゾーンをディスプレイ画面上に追加
する。介護人は集中監査室から患者を認識することができる。
【００４８】
　更に、ある実施の形態では、本発明の集中監査室は、患者の病気の激しさに応じて、デ
ィスプレイ構成をダイナミックに設定できる。個別的に互いに異なる規則で予め決定され
ているかユーザーにより設定されたいくつかのパラメータを調べることにより、患者の病
気の激しさは、本システムによって決定される。例えば、ある実施の形態では、重体の患
者を画面の上側に配置し、重体度の低い患者ほど画面の下側に配置し、重体ではない患者
はゾーンから削除するという規則を打ち立てる。そのことにより容態の類似した患者を一
団として、介護人の介護を一層効率的にすることができる。加えてある実施の形態では、
ユーザーは、表示される設定を調整でき、より重体な患者については、重体度の低い患者
よりも表示すべき測定パラメータを増やすようにしている。
【００４９】
　図２は、本実施の形態によるワークステーションとして機能する集中監査室のグラフィ
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カルユーザーインターフェースを示す。このディスプレイでは、専用のディスプレイの画
面全体で一人のみの患者の情報を表示している。専用ディスプレイ上で介護人が一人の患
者に注目しているときも、別のディスプレイでは全ての患者の生体統計をリアルタイムに
連続的に表示する。専用のディスプレイを持つことで、介護人は一人の患者についての仕
事ができ、一方で他の患者を連続的に監視するための画面スペースを犠牲にすることがな
い。専用のディスプレイは別のワークステーションとして機能し、ユーザーはＩＣＳから
の遡及的なデータに即座にアクセスして見ることができる。
【００５０】
　図２において、患者氏名２０５と部屋番号２１０が専用のディスプレイ画面の上端部左
角部に表示される。この状態である実施の形態では、臨床見解(Bedside View）２１５、
動向（Trends)２２０、計算（Calcs)２２５、患者情報（Patient Info)２３０の４つのタ
ブが並んでいる。これらのいずれかのタブを押すことにより、患者の生体に関する履歴情
報と更なるオプションを介護人に提供する。例えば、ある実施の形態において、臨床見解
タブ２１５を押すことにより付加的なボタンが提供され、ユーザーは、基準値（baseline
）２１６を保存したり、ベースライン２１７を表示又は隠したり、プリント(print)２１
８したり、電子的付箋(electronic sticky note)２１９を立ち上げることができる。
【００５１】
　図３はワークステーションとして機能する集中監査室の実施の形態による非専用ディス
プレイのグラフィカルユーザーインターフェースを示す。ディスプレイ画面に表されるも
のは図２の専用ディスプレイと同じであるが、もともと非専用のディスプレイ画面に表示
されていた残りの複数の患者の生体情報が、画面の上部領域３０５に圧縮されて配置され
る。非専用のディスプレイ画面の残りの下側部分３１０は、ワークステーションとして用
いられ、一人の患者に焦点があてられている。他の複数の患者の情報はより小さい画面領
域に表示されているが、介護人は依然として目視可能である。そのため、介護人は残りの
複数の患者についての視認性を失うことなく非専用のディスプレイをワークステーション
として用いることができる。非専用のディスプレイは、専用のディスプレイが利用できな
くなったときはいつもワークステーションとして使用することができる。例えば、集中監
視室に専用ディスプレイが設けられていない場合や、専用ディスプレイが他の介護人によ
って使用されているような場合である。
【００５２】
　図４は、本実施の形態による集中監査室のグラフィカルユーザーインターフェースを示
しており、画面の底部には警告監視ゾーン４０５が表示されている。複数の患者ゾーンが
画面の残りの上部を占めている。警報監視ゾーン４０５は、臨床で監視されているが、集
中監視室のいずれかのディスプレイ画面上の患者ゾーンにはない複数の患者の警報状態を
介護人に通知するための予め確保された領域である。特に、これら患者は連続的な生体監
視が必要ないような重体度の低い患者である。警報監視ゾーン４０５は、臨床で警報通知
をする必要のないような複数の患者の警報状態を、介護人に対して通知する手段を提供す
る。介護人は集中監査室に留まって、より重体な患者の状態を観察することができ、より
重体度の低い患者が警報状態に入ったならば、介護人はそのことを確実に知ることができ
る。ある実施の形態では、警報監視ゾーンは８人までの患者の警報状態を表示することが
できる。またある実施の形態では、警報状態の間、警報メッセージが警報監視ゾーンに登
場する。またある実施の形態では、警報メッセージの文章の色によって警報状態の重大度
を表す。例えば、文章が赤色のときは警告状態が重大であり、黄色のときは容態が穏やか
である旨の警告状態であり、青色のときは装置が切断されているか故障の場合を意味する
。ある実施の形態では、警告メッセージが点滅する。ある実施の形態では、警告メッセー
ジに加えて、駐中監査室において音による警告が生成される。
【００５３】
　図５は本実施の形態による集中監査室のディスプレイ画面のグラフィカルユーザーイン
ターフェースを示しており、警告バー５０５と持続する警告メッセージ５１０が示される
。ある実施の形態では、警告バー５０５は、患者情報領域の右上の角に位置している。警
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告バー５０５は、ユーザーが定めた所定期間に亘る患者の警告状態を通知する。ある実施
の形態では、警告バーは最新の過去３０分間に亘る患者の警告状体を表す。警告の重大さ
は警告バーの色で示され、警告バー内の色つきの断片の長さは、警告の期間を表す。ある
実施の形態では、警告バーが赤色のときは警告状態が重大であり、黄色のときは容態が穏
やかである旨の警告状態であり、青色のときは装置が切断されているか故障の場合を意味
する。ある実施の形態では、警告バー上の黄色の幅広の断片は、介護人に対して、数分間
の間患者の容態が穏やかな警告状態であることを知らしめるものである。
【００５４】
　患者の警告バーを押すと、ユーザーはＩＣＳ警告画面にナビゲートされる。図６はある
実施の形態の集中監査室のディスプレイ画面のスクリーンショットであり、ＩＳＣ警告画
面を示す。この実施の形態では、ＩＣＳ警告画面は画面の下２／３を占めており、上１／
３は、患者ゾーン６１０である。ＩＳＣ警告画面は介護人に対して、特定の患者が経験し
た警告状態に関する履歴データを提供する。このデータに基づいて、介護人は治療を選択
的に調整することができ、または警告閾値限界を変えることができる。
【００５５】
　一般に知られているように、重体の患者は突然に生理機能が変化することがある。この
ような場合に臨床医は、集中監査室のディスプレイ画面に表示された移動波形や数値デー
タを見逃すことがある。しかしながら、有害な生体兆候が変化したときは、臨床医は患者
の異常な容態に即応しなければならない。本発明は、生理学的変化の直前（兆候前）、生
理学的変化中（兆候中）、及び患者が安定した後（兆候後）に臨床のディスプレイで見た
ように、臨床医がダイナミックなデータ表現を検討できる、という「リプレイ」機能を提
供する。それ故「リプレイ」機能は、過去にさかのぼって臨床症状の悪化の理由を評価す
るための手段となり、対応する患者や潜在的な他の患者の同様な不安定さを防ぐための品
質管理機構として働く。更に、「リプレイ」機能は、集中治療室や、救急診療部、手術室
内の臨床医によって利用でき、不安定な容態を引き起こすような一続きの臨床徴候を評価
できる。「リプレイ」機能は看護人と医師その他の医療従事者との間の通信手段として機
能し、職員の訓練に用いることもできる。
【００５６】
　図６Ａは、実施の形態による集中監査室の表示画面のスクリーンショットであり、本発
明の実施の形態に基づく警報履歴(alarm history)６１５から選択された兆候のリプレイ
を示す。リプレイ制御(Replay
control)６２０をクリックすると、兆候前、現在の兆候、兆候後のデータを含むリアルタ
イムの臨床での表示で過去に見たとの同様のダイナミックなデータの再現が提供される。
リプレイ制御のひとまとまりは、リワインド(rewind)６２５、ストップ(stop)６３０、プ
レイ(play)６３５、ポーズ(pause)６４０、フォワード(forward)６４５を含み、再現され
た兆候の表示の巻き戻し、停止、再生、一時停止、前へ、をそれぞれ意味する。
【００５７】
　図５に戻ると、集中監査室の表示画像は介護人に対して、患者の波形の近くに表された
警報メッセージ５１０を介して、最新の警報のタイプを通知する。ある実施の形態では、
警報メッセージ５１０は警報の重大性を意味する色でコード化されている。ある実施の形
態では、警報メッセージの文章５１０は白色であり、警報の重大性を意味する特定の色を
伴って強調されている。例えばある実施の形態では、赤色のときは警告状態が重大であり
、黄色のときは容態が穏やかである旨の警告状態であり、青色のときは装置が切断されて
いるか故障の場合を意味する。警報メッセージは、介護人が認識するまで表示下面上に存
在し続ける。ある実施の形態では、介護人は警報メッセージを押すことによりそれを認識
することができる。
【００５８】
　集中監査室は瞬時のナビゲーション機能を有し、ユーザーは容易にシステム設定メニュ
にアクセスすることができる。図７は集中監査室のポップアップウインドウ７０５を伴っ
た実施の形態による表示画面のグラフィカルユーザーインターフェースであり、ポップア
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ップウインドウでは瞬時ナビゲーション機能のパラメータ設定画面を示す。介護人がパラ
メータアイコンを押すと、瞬時ナビゲーション機能により、特定の患者についての全ての
測定パラメータについてのボタンを含んでいる設定メニュが立ち上がる。パラメータボタ
ンを押すことにより、特定のパラメータについて介護人は設定を変えることができる。例
えばある実施の形態では、介護人は、適当なパラメータボタンを押すことによって、同じ
設定メニュから、ＥＣＧ、ＳｐＯ２、ＲＥＳＰ、ＴＥＭＰ、ＡＲＴやＰＡ圧力についての
設定の変更を選択できる。このことにより介護人は、現在の画面から抜け出て別の設定メ
ニュに再突入する必要がないままに、一つの一貫したメニュから全てのパラメータについ
て設定を調整できる。
【００５９】
　図８は、集中監査室の瞬時ナビテーションパラメータ設定ウインドウの実施の形態にか
かるグラフィカルユーザーインターフェースであり、ＥＣＧで測定した心拍数についての
警告閾値設定のためのタブ８１０を示している。この例では、ＥＣＧボタン８０５は青色
で縁取りがされ、警告タブ(Alarm)８１０と心拍数タブ(Rate)８１５は青色で強調され、
介護人に対してＥＣＧ心拍数警告の設定にアクセスしていることを知らせるものである。
ＥＣＥオン警告ボタン(On)８１７も青色で強調されており、ＥＣＧ心拍数警告がオンに切
替えられていることを表している。心拍数の高閾値設定のための上方向矢印８２０及び低
閾値設定のための下方向矢印８２５を押すことにより、介護者はＥＣＥ心拍数警告の最高
閾値及び最低閾値を調整することができる。加えて、所定期間に亘る警告値を示すグラフ
８２８が設定メニュに表示される。グラフ８２８は、測定された値に関係する予め設定さ
れた最高閾値と最低閾値を表示している２本の実線を含む。このグラフを見ることにより
介護人は、特定の期間中に測定値が予め設定した値を超えた頻度を決定でき、そのことに
よって治療対策を仕立て直すか、閾値を変えることができる。ある実施の形態では、測定
された心拍数は緑色の線８３０で表示され、最大閾値と最小閾値は白色の線で表示される
。ある実施の形態では、検討時間が３０分に設定される。
【００６０】
　ある実施の形態において、ＥＣＧ設定メニュを用い、設定タブ８４０または表示タブ８
４５を押すことにより、介護人は警告以外の付加的なＥＣＧ設定にアクセスすることがで
きる。図８から明らかなように、介護人は、ＥＣＧ警告サブメニュの中にある不整脈タブ
８５０やＳＴタブ８５５を押圧することにより、心拍数警告に加えて別の警告設定にアク
セスすることができる。
【００６１】
　図９は、実施の形態にかかる集中監査室の瞬時ナビゲーションパラメータ設定ウインド
ウのグラフィカルユーザーインターフェースであり、第１リードＥＣＧのＩＩリードの波
形画面設定タブ９４０を示している。グリッド表示９２０、波形色９２１、スイープ速度
９２２、リード選択９２３、寸法(Size)９２４を含む多くの設定が、この設定サブメニュ
から変更できる。リセットボタン(Reset)９２５も含まれる。ある実施の形態では、波形
設定サブメニュは、変化が生じたときに現れる波形のプレビュー９３０が含まれる。この
プレビュー９３０により、介護人は変化に対応する前に波形の出現を見ることができ、更
なる変更を加える機会又はリセットの機会を得ることができる。他のＥＣＧ設定は、上述
したように付加的なタブを用いて変更できる。
【００６２】
　図１０は、実施の形態による集中監査室の瞬時ナビゲーションパラメータ設定ウインド
ウのスクリーンショットであり、動脈圧の波形監視設定のためのタブ１０４０を示す。動
脈圧ボタン(ART pressure)１０１５は青色で縁取られ,動脈圧に関してユーザーが設定サ
ブメニュにアクセスしていることを知らしめる。ここでも、ユーザーは多くの設定を調整
することができ、変更を受け入れる前にプレビュー１０３０で確認できる。
【００６３】
　図１１は、実施の形態による集中監査室の表示画面のグラフィカルユーザーインターフ
ェースであり、電子付箋のアイコン１１０９を示す。ある実施の形態では、アイコン１１
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０９は、警報バー１１１０の下側で患者名の右側の患者情報領域内に位置している。ある
実施の形態では、短文メッセージ１１２０が、電子付箋アイコン１１０５の直右側で患者
情報領域内に表示される。文章メッセージ１１２０は電子付箋における第一節の表題を意
味する。電子付箋により、介護人は患者への介護や容態について即座にメモを書くことが
でき、遊離し紛失しやすい従来の付箋紙に取って代わり、そのためにより永続的な記録が
得られまた混乱を排除できる。
【００６４】
　　図１２は、実施の形態による集中監査室の電子付箋ウインドウ１２００のグラフィカ
ルユーザーインターフェースである。ある実施の形態では、図１２に示される５個のタブ
１２０５にあるように、メモを五つまで一つの電子付箋に書き込むことができる。ある実
施の形態では、それぞれのメモには、書き入れられるかドロップダウンメニュから選択さ
れた表題(Title)１２１０を含む。それぞれのメモは更に、チェックボックス１２１５が
あり、チェックを入れると、図１１に示されるように電子付箋アイコンの右側に、短文メ
ッセージとしての表題が、表示画面に表示される。加えて、それぞれのメモには、書き入
れることができるコメント欄１２２０と、消去ボタン(Clear)１２２５とがある。
【００６５】
　当該技術分野において知られているように、心電図（ＥＣＧ）のＳＴ部分を測定するの
は、心虚血を検出するための標準的な技術である。熟練の臨床医は、心臓の酸素を豊富に
含んだ血液が奪われている部分を指し示している様々な心電図誘導の変化の程度を、確認
できる。多くの患者は無症候性虚血の可能性があり、その場合患者は、潜在的な致死性心
筋梗塞の一般的な前兆である深刻でない一過性脳虚血発作にもかかわらず、不快症状を感
じていない。それ故、ＳＴ部分のレベルを連続的に監視することが、多くの病院の介護領
域では,広く行われていることである。しかしながら、多くのリードを用いて(ベースライ
ンから)ＳＴ部分のレベルの変化を観察することは、経験の浅いユーザーにとっては煩わ
しいであろう。また、特定の患者を監視することで、ＳＴデータの１２誘導心電図の表示
に用いられる画像スペースを限定させてしまう。この実施の形態では、心虚血の症状をユ
ーザーに警告するために用いられる総合的な指針としての一つの方向性を示すものである
。
【００６６】
　図１３は、実施の形態による集中監査室の表示画面のグラフィカルユーザーインターフ
ェースであり、心臓病の観察ウインドウを示す。心臓病観察により、特別のデータが提供
され、それにより介護人は即座にペースメーカーの性能を視覚化できる。ある実施の形態
では、心臓病観察ウインドウは、特定のリードの組合せから得られたＳＴ値の提示を含む
ＳＴインデックスを提供する。ＳＴインデックスは、１秒毎のＳＴ値の合計であり、ユー
ザーにより予め規定されるか設定される。ＳＴ値は、特別なＳＴソフトウエアパッケージ
の一部として測定される。測定された値は図形的に表示され、警告閾値がユーザーによっ
て設定できる。ＳＴインデックスはまた、損傷を受けた心臓の領域を計るのに用いられる
。リアルタイムのＳＴトレンドグラフ１３０５とペースメーカーの脈拍円グラフ１３１０
が図１３に示されている。
 実施の形態において、適用される３個の最も直交に近いリードは、ＳＴ部分のレベルが
、以下の式を用いることで、単一のグローバルイスキーミクインデクス（ＧＩＩ）に組み
入れられる。
【００６７】
　　　ＧＩＩ＝|&#8710;X| + |&#8710;Y| + |&#8710;Z|   式（１）
【００６８】
　ここで X Y Zは、準直交ＥＣＧリードであり、デルタはそれぞれのリードについての学
術的な基線(learned baseline)からの偏差である。
 ＧＩＩは、直交リードからのＳＴ部分データを組み込んでいるので、心臓のいかなる部
分の虚血がＧＩＩトレンドに現れる。虚血症状発現がＧＩＩトレンドで可視化できれば、
臨床医は、症状の発現について警告を受けることができ、適切な診断の段階を実行して、
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いずれのリードが、また推測によって心臓のいずれの部分が虚血症状の兆候を示している
のかを正確に特定することができる。図１３Ａは、本発明の実施の形態による虚血症状発
現を示すグローバルイスキーミクインデクスである。図１３Ａに示されたＧＩＩの表示さ
れたトレンドは、虚血症状発現中は赤色の線１３１５によって示され、その他の場合は緑
色の線１３２０で示される。
【００６９】
　ある実施の形態では、本発明の集中監視室は、心臓の図を伴った最新のアルゴリズムを
有する。最新のアルゴリズムは、付加的な不整脈機能とインデックスを伴う拡張されたＳ
Ｔ機能を有する。新たな測定機能であるＱＲＳ期間、ＱＴ、ＱＴｃ測定、長期ＰＲインタ
ーバルも含まれる。更に、最新のアルゴリズムは、心房性細動（Ａｆｉｂ）、徐脈、頻脈
、心室固有リズム（ＩＶＲ）、加速した心室固有リズム（ＡＩＶＲ）についての速度に関
係する検出や通知を提供する。
【００７０】
　上述したように、本明細書に記載の集中監査室は４台までのタッチ画面を有し、そのう
ち３台は表示画面であり、１台はある一人の患者を対象とした専用表示画面として機能す
る。３台のそれぞれの表示画面は１６人の患者までの情報を表示でき、一度に合計４８人
までの患者の情報を表示できる。図１４は、患者のベッド群１４６５、１４７０、１４７
５に関係する実施の形態による集中監査室の画面１４０５、１４１０、１４１５、１４２
０の例示的構成を示したブロック図である。それぞれの表示画面１４０５、１４１０、１
４１５は、患者のベッド群１４６５、１４７０、１４７５のそれぞれの群の情報を表示す
る。患者のベッド群１４６５、１４７０、１４７５のそれぞれは、１６台までのベッドが
ある。例えば、表示画面１４０５は、ベッド群１４６５の中の１６人までの患者の情報を
表示し、表示画面１４１０は、ベッド群１４７０の中の１６人までの患者の情報を表示し
、表示画面１４１５は、ベッド群１４７５の中の１６人までの患者の情報を表示する。表
示画面１４０５、１４１０、１４１５のそれぞれは、１６人までの患者ゾーンを有し、そ
れぞれの患者ゾーン１４４５は、ベッド群１４６５、１４７０、１４７５における対応す
る患者に関係する情報を表示する。更に、ある実施の形態では、それぞれの患者ゾーン１
４４５は、小区分１４４６に区分けされ、患者名、ベッド、数値や図、警報状態、その他
の患者のデータを表示する。
【００７１】
　動作に際して、それぞれのベッド群１４６５、１４７０、１４７５における個々の患者
の監視データが、有線又は無線によって中央コンピュータ１４５０に送られる。中央コン
ピュータ１４５０でデータが処理され、次に適当な表示画面１４０５、１４１０、１４１
５で表示される。専用の表示画面１４２０は、単一の患者についての情報のアクセスと分
析のために保留され、そのことにより、３台の表示画面１４０５、１４１０、１４１５は
、全ての患者について常に、中断のない情報を提供できる。
【００７２】
　図１５は、本実施の形態による集中監視室の例示的な構成を示す図である。この実施の
形態では、集中監査室は３台の表示画面１５０５、１５１０、１５１５と、１台の専用表
示画面１５２０を有する。全ての表示画面１５０５、１５１０、１５１５、１５２０は、
中央コンピュータ１５５０に動作可能に接続され、中央コンピュータ１５５０からの情報
を受け取る。院内のイーサネット１５５５を介して、中央コンピュータ１５５０は、患者
監視ネットワークの患者群１５６５、１５７０から受け取った患者監視情報を処理する。
この実施の形態では、集中監視室は更に、キーボード１５５１とマウス１５５２等の付属
物を有し、医療関係者は、監視された患者データにアクセスし分析し，又データを操作す
る。集中監視室は更に、監視された患者データを印刷するためのローカル接続又はネット
ワーク接続のプリンタ１５５７を有する。
【００７３】
　上述した実施の形態は、本発明によるシステムを様々に適用する場合の一例である。こ
こに記載される実施の形態は数種類であるが、発明の精神や範囲から逸脱しない限りにお
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いて、様々な形態があり得ることを理解すべきである。そのため、ここに記載された実施
の形態は一例であり、限定的ではなく、添付の請求の範囲に記載された範囲で変更が可能
である。
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